
ボーナス支給月数の推移
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全
国
税 

２００４年２月号 

   （単位：月）

年 度 ６月 １２月 ３月 合計 

平成 10 年度 2.20 2.50 0.55 5.25 

平成 11 年度 2.20 2.25 0.50 4.95 

平成 12 年度 2.05 2.15 0.55 4.75 

平成 13 年度 2.05 2.10 0.55 4.70 

平成 14 年度 2.05 2.40 0.20 4.65 

平成 15 年度 2.25 2.15 0 4.40 

平成 16 年度 2.10 2.30 0 4.40 

注１ 平成 16年度は今現在の予定です。 
注２ 年度による表ですので、15年度の 3月 
   は 16年 3月の分です。 

ボーナス支給月数表 
 もうすぐ 3 月の期末手当の支給だなんて期待して
いる方はいませんか？今年から、３月の期末手当の

支給はなくなりました。 
 右の表は、7年間のボーナスの支給月数の表です。 
表からもわかるとおり、この 5 年間で０．８５ヶ月
も引き下げられました。つまり、約 1 ヶ月分ただ働
きをしているようなものです。 
この影響で、職場の 20歳台の青年は年収が増える
のを経験していない人もいます。 
ボーナス減額に加えて、社会保険料の負担増も計

画されています。安心して生活できる賃金水準を確

保するために、全国税とともに賃上げ運動にがんば

っていきましょう。 

 毎年ボーナス減らす

なんてゆるせない。 
 全国税とともに、賃上

げを勝ち取ろう！！！ 


